
職員の育児休業に伴う任期付職員募集について 

 

採用を希望される方は、下記事項を確認のうえ必要な手続きをお取りください。 

 

1．職務内容 

  第十一管区海上保安本部総務部情報通信課の職員として、本部の使用する情報

通信システムの整備及び管理に関する事務に従事します。 

 

2．求める人材 

  公務に対する強い関心と、全体の奉仕者として働く熱意を有する方を採用した 

いと考えています。 

 

3．応募資格  

 （1）かつて海上保安官であった者 

 （2）次のいずれかに該当する者 

①採用時において、第一級又は第二級総合無線通信士の免許を有する者 

②採用時において、第一級又は第二級陸上無線技術士の免許を有する者 

  ※次のいずれかに該当する者は応募できません。 

  〇日本の国籍を有しない者 

  〇国家公務員法（昭和 22年法律第 120号）第 38条の規定により国家公務員と

なることができない者 

   ・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行

猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

   ・一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から 2年

を経過しない者 

   ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政

党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

  〇平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神

耗弱を原因とするもの以外） 

 

4．採用予定人数 

  1名 

   

5．採用期間 

  令和 8年 4月 1日～令和 9年 12月 3日 

  （採用予定者の事情に配慮しますので、ご相談ください） 

 

 



6．勤務予定地 

  第十一管区海上保安本部総務部情報通信課 

 

7．勤務条件等 

  勤務形態：1日につき 7時間 45分（08:30～17:15） 

       原則として土・日曜日及び祝日等は休み 

  休 暇 等：年次休暇（年 20日（採用の年は、採用日により日数が異なります。）。 

残日数は 20日を限度として翌年に繰越し）のほか、病気休暇、特別 

休暇（夏季・忌引等）及び介護休暇等があります。 

  基 本 給：299,300円～382,500円 

一般職の職員の給与等に関する法律（昭和 25年法律第 95号）が 

適用され、初任給は学歴、勤務経験等を考慮して決定します。 

  住居手当：家賃に応じ支給（月額最高 28,000円） 

  期末勤勉手当（ボーナス）：基本給の 4.6月分（年 2回に分けて支給（採用の 

年は、採用日により支給率が異なります。））  

この他、扶養手当、超過勤務手当等が支給されます。  

昇  給：原則年 1回（昇給日に 55歳を超えている場合は原則昇給なし。）  

宿  舎：あり（宿舎の空き状況により入居できない場合もあります。） 

 

8．選考日程、選考方法及び試験会場 

（1）選考日程 令和 8年 1月上旬から 1月中旬までの間で、指定する日 

（2）選考方法  

作文試験 文章による表現力等について、試験を行います。 

人物試験 面接により人柄等について、試験を行います。 

身体検査 提出された身体検査票により、検査を行います。 

（3）試験会場 

   第十一管区海上保安本部 

    〒901-0142 沖縄県那覇市港町 2丁目 11番地 1号 那覇港湾合同庁舎 

（4）合格発表日 

令和 8年 2月中旬までに、選考採用の可否を通知します。 

 

9．応募方法 

（1）受付期間：令和 7年 12月 15日（月）から令和 8年 1月 7日（水）まで 

（必着） 

（2）提出書類  

   ①申込書（様式 1） 

   ②作文用紙（様式自由） 

    テーマ「仕事をする上で心がけている事」（400字以上 800字以内とするこ 



と。） 

   ③身体検査票(様式 2) 

   ④免許証等の写し 

（3）書類送付先 

     〒900-8547 沖縄県那覇市港町 2丁目 11番地 1号    

第十一管区海上保安本部総務部人事課 宛 

     ※書類の送付にあたっては、封筒に「海上保安庁 任期付職員採用提出 

書類在中」と朱書きし、書留で送付してください。 

 

10．その他 

（1）審査の内容及び審査の結果に関する問い合わせは、一切応じかねますので、ご

了承ください。 

（2）応募の秘密については、厳守します。 

（3）送付いただいた当該応募書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承く

ださい。 

（4）採用内定者に選考された場合、海上保安庁を退職後に、学歴又は職歴がある場 

合は、卒業（修了）証明書、在籍した企業等発行の在職証明書等を速やかに提 

出していただくことになります。虚偽の記載がなされている証明書等の提出が 

あった場合には、採用予定を取り消す場合があります。なお、証明書等につい 

ては、給与額を決定する上でも必要となります。証明書等がない期間について 

は経歴として通算されませんのでご注意ください。 

（5）身体検査費用、二次選考のための来庁にかかる交通費等の採用試験受験に必

要な費用は全て受験者負担となります。 

 

【お問い合わせ先】 

第十一管区海上保安本部総務部人事課 

担当：育児休業代替任期付採用担当 

住所：〒900-8547 沖縄県那覇市港町 2丁目 11番地 1号 

電話：098-867-0118（内線 2133、2134） 


